
■定義など■『企業の「国籍」の考え方』 

M&Aに関する報道などでは所在地の国籍が使われる場合がありますが、レコフ M&Aデータベースでは原則と

して資本(大株主)の国籍を企業の国籍としています。 

 

◆日本企業：日本資本が原則として 50％超の法人 

◆外国企業：外国資本が原則として 50％超の法人 

ただし、外国企業日本法人で日本の証券市場に上場するものは日本企業とする 

なお、国籍は各 M&A発表当時の国籍です。そのため同じ会社でもその時々で国籍が変わる場合があり、注意が必要です。 

 

以下に検索の際、特に注意が必要なケースについて具体例を挙げています。 

◇大株主の国籍はアメリカ、所在地はドイツ→グローエの国籍は「アメリカ」                                                           

 
検索の際、データ種別は「M&Aデータ」を選択してください 

◇大株主の国籍はアメリカ、所在地は日本、ただし日本の証券市場に上場→東京スター銀行の国籍は「日本」                                                         

 

検索の際、データ種別は「M&Aデータ」を選択してください 

◇大株主の国籍はそれぞれ中国、アメリカ、所在地は日本→この場合の国籍はそれぞれ「中国」、「アメリカ」                                           

 

検索の際、データ種別は「外国企業－日本法人」を選択してください 


